
Ｑ
現
在
、
五
十
歳
の
被
保
険

者
で
す
。
一
年
程
前
に
二
ヶ

月
入
院
し
、
そ
の
時
に
医
療
機
関
の

窓
口
で
支
払
っ
た
費
用
が
十
八
万
円

と
十
万
円
（
食
事
代
を
除
く
）
で
し

た
。
高
額
療
養
費
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
か
。

Ａ
七
十
歳
未
満
の
方
で
す
か

ら
、
診
療
月
の
標
準
報
酬

月
額
が
五
三
万
円
以
上
（
上
位
所
得

者
）
に
該
当
し
な
け
れ
ば
、
二
ヶ
月

分
の
高
額
療
養
費
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
上
位
所
得
者
に
該
当

さ
れ
て
い
れ
ば
、
十
八
万
円
に
対
す

る
高
額
療
養
費
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

Ｑ
現
在
、
三
十
八
歳
の
被
扶

養
者
で
す
。
平
成
二
十
二

年
四
月
始
め
に
入
院
し
、
同
月
十
日

に
退
院
し
ま
し
た
。
退
院
す
る
時
に

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
っ
た
費
用

が
六
万
円
で
し
た
。
同
じ
月
に
通
院

も
し
て
い
ま
す
。
通
院
費
用
は
四
月

分
全
部
で
二
万
五
千
円
で
す
。
高
額

療
養
費
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
か
。Ａ

①
．
Q1
の
方
と
同
様
に
、

被
保
険
者
の
方
が
上
位
所

得
者
で
は
な
い
。

②
．
入
院
費
用
と
外
来
費
用
が
そ
れ

ぞ
れ
二
万
一
千
円
以
上
の
場
合
に
合

算
し
、
そ
の
額
が
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
て
い
る
。

①
と
②
の
要
件
に
該
当
し
て
い
れ
ば
、

高
額
療
養
費
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

Ｑ
三
月
に
二
月
診
療
分
の
高

額
療
養
費
を
申
請
し
ま
し

た
。
五
月
に
な
っ
て
も
入
金
さ
れ
ま

せ
ん
。
い
つ
に
な
っ
た
ら
入
金
さ
れ

る
の
で
す
か
。

Ａ
高
額
療
養
費
は
、
申
請
か

ら
入
金
ま
で
四
ヶ
月
以
上

か
か
り
ま
す
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、

医
療
機
関
か
ら
の
診
療
報
酬
明
細
書

（
「
レ
セ
プ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
医
療

費
の
請
求
書
の
一
種
）
の
提
出
時
期

が
関
係
し
て
い
ま
す
。

保
険
者
は
、

こ
の
レ
セ
プ
ト
を
確
認
し
て
高
額
療

養
費
の
支
給

額
を
決
定
し

ま
す
の
で
、

場
合
に
よ
っ

て
は
六
ヶ
月

以
上
か
か
る

こ
と
が
あ
り

ま
す
。

Ｑ
長
期
間
の
入
院
で
、
毎
月

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払

う
費
用
が
と
て
も
負
担
に
感
じ
て
い

ま
す
。
何
か
良
い
方
法
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

Ａ
毎
月
の
入
院
費
用
は
、
積

み
重
な
る
と
負
担
に
な
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
医
療
機
関
の
窓
口

で
支
払
う
費
用
を
自
己
負
担
限
度
額

に
す
る
制
度
と
し
て
の
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

保
険
証
を
発
行
し
て
い
る
保
険
者
に

申
し
出
て
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て

下
さ
い
。

な
お
、
す
で
に
支
払
わ
れ
た
費
用

に
つ
い
て
は
、
高
額
療
養
費
の
申
請

を
す
れ
ば
、
自
己
負
担
限
度
額
と
の

差
額
分
の
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

Ｑ
高
額
療
養
費
の
申
請
を
し

て
も
、
入
金
ま
で
に
時
間

が
か
か
り
す
ぎ
て
困
っ
て
い
ま
す
。

何
か
良
い
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

Ａ
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ

る
ま
で
の
間
、
無
利
子
で

貸
し
付
け
を
行
な
う
制
度
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
制
度
で
は
、
高
額
療
養
費

支
給
見
込
額
の
八
割
相
当
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
高
額
療
養
費

の
支
給
額
が
決
定
し
ま
す
と
、
先
に

受
け
取
っ
た
八
割
相
当
を
引
い
た
残

額
が
入
金
さ
れ
ま
す
。

次
回
は
、
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て

掲
載
い
た
し
ま
す
。
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高額療養費が申請できるのか、申請したけれどなかなか入金

（給付）されない、など、よくある疑問を解決していきます。

万
一
の
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

黙
っ
て
待
つ
だ
け
で
は
年
金

を
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

年
金
事
務
所
や
年
金
相
談

セ
ン
タ
ー
に

★

行
く
時
間
が
無
い
方

★

遠
く
て
行
け
な
い
方

ぜ
ひ
ご
利
用
下
さ
い

※
受
付
の
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

回
答
は
、
受
付
日
の
翌
々
営
業
日
と
な
り
ま
す
。

メールでご相談の方

ＦＡＸでご相談の方

メールアドレス
k-fujita@k-fujita-sr.com

ＦＡＸ番号
075（571)8611

相
談
ご
希
望
の
方
は
、
連
絡

先
・
生
年
月
日
・
性
別
・
で
き

る
だ
け
具
体
的
な
相
談
内
容
を

記
載
の
上
、
左
記
の
方
法
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

お
客
様
の
個
人
情
報
は
、
弊

所
の
個
人
情
報
保
護
方
針
に
基

づ
き
厳
重
に
管
理
い
た
し
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
」
無
料

相
談
を
始
め
ま
し
た



「
残
業
手
当
を
毎
月
定
額
で
支
払
っ

た
場
合
、
通
常
の
残
業
手
当
を
支
払

う
よ
り
も
人
件
費
を
抑
制
で
き
る
」

と
期
待
し
て
導
入
を
検
討
さ
れ
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

法
律
上
の
問
題
点
を
ク
リ
ア
ー
し
て

導
入
し
た
も
の
の
、
思
っ
た
よ
り
効

果
が
表
れ
な
か
っ
た
と
の
声
に
、
導

入
に
対
す
る
誤
解
を
一
つ
ず
つ
解
消

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

毎
月
の
平
均
残
業
時
間
が
二
〇
時

間
の
た
め
、
定
額
残
業
手
当
を
二
〇

時
間
分
に
し
て
支
給
し
た
と
こ
ろ
、

年
間
ト
ー
タ
ル
で
残
業
手
当
が
増
加

し
た
Ａ
事
業
所
の
誤
算
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。
社
員
Ｂ
さ
ん
の
残
業
時
間

を
例
に
し
て
、
説
明
し
ま
す
。

Ｂ
さ
ん
は
、
実
際
に
は
下
図
の
真

ん
中
に
示
し
て
い
る
時
間
分
の
残
業

を
し
て
い
ま
す
。
定
額
残
業
手
当
の

算
出
時
間
よ
り
も
短
い
残
業
時
間
の

月
が
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
定
額

で
残
業
手
当
を
支
払
う
雇
用
契
約
で

す
か
ら
、
二
万
五
千
円
の
定
額
は
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
方
、
実
際
の
残
業
時
間
が
多
い

月
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
グ
レ
ー

で
塗
り
つ
ぶ
し
た
段
を
見
て
下
さ
い
。

残
業
手
当
の
支
給
不
足
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時

間
制
を
採
用
し
て
い
な
い
企
業
で
は
、

実
際
の
残
業
時
間
で
計
算
し
た
残
業

手
当
の
金
額
が
、
定
額
で
支
払
っ
た

残
業
手
当
の
金
額
を
超
え
た
場
合
に

は
、
定
額
の
残
業
手
当
に
加
え
て
、

不
足
分
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
毎
月
の
残

業
時
間
は
、
定
額

制
を
導
入
し
て
も

把
握
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。残

業
手
当
を
定
額
で
支
払
う
場
合

に
は
、
客
観
的
に
見
て
そ
の
金
額
が

何
時
間
分
の
残
業
手
当
な
の
か
、
わ

か
る
よ
う
に
明
記
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
基
本
給
や
ほ
か
の
手
当
の

中
に
含
め
た
ま
ま
で
は
、
残
業
手
当

部
分
が
判
別
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
、
労
働
者
の
合
意
を
得
て
い
た
と

し
て
も
、
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
し
て
し

ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

就
業
規
則
の
記
載
も
忘
れ
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

十
二
日

○
労
働
保
険
の
今
年
度
の
概
算
保
険

料
の
申
告
と
昨
年
度
分
の
確
定
保
険

料
の
申
告
書
の
提
出
期
限
［
都
道
府

県
労
働
局
又
は
労
働
基
準
監
督
署
］

○
健
保
・
厚
年
の
月
額
算
定
基
礎
届

の
提
出
期
限
（
一
日
～
十
二
日
）

［
社
会
保
険
事
務
所
又
は
健
保
組
合
］

○
勤
労
青
少
年
旅
客
運
賃
割
引
証
交

付
申
請
書
の
提
出
（
十
一
日
～
八
月

二
十
日
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届

の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し
た
労

働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始
届

の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有
期
事

業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

十
五
日

○
身
障
者
・
高
齢
者
・
外
国
人
雇
用

状
況
報
告
書
の
提
出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

三
十
一
日

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出
（
休

業
四
日
未
満
、
四
月
～
六
月
分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報
告

書
の
提
出

［
社
会
保
険
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・
納

付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提
出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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梅
雨
の
季
節
に
な
り
、
紫
陽
花

（
あ
じ
さ
い
）
の
花
を
あ
ち
ら
こ

ち
ら
で
見
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
花
言
葉
は
「
移
り
気
な
こ

こ
ろ
」
で
、
色
の
変
化
を
楽
し
む

と
こ
ろ
か
ら
付
い
た
の
だ
そ
う
で

す
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
興
味
を

持
つ
こ
と
は
大
切
で
す
が
、
３
日

坊
主
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い

で
す
ね
。

（
ぎ
ん
）

七
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付

藤田社会保険労務士事務所

京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

TEL・FAX 075-571-8611

E-mail

k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

編
集
後
記

1月 20Ｈ 25,000

定額の
残業時間・手当

実際の
残業時間・手当 差額（過不足）

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

20Ｈ

20Ｈ

20Ｈ

20Ｈ

20Ｈ

20Ｈ

20Ｈ

20Ｈ

20Ｈ

20Ｈ

20Ｈ

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

10Ｈ

15Ｈ

30Ｈ

35Ｈ

20Ｈ

20Ｈ

15Ｈ

10Ｈ

15Ｈ

10Ｈ

30Ｈ

30Ｈ

+10Ｈ

+5Ｈ

-10Ｈ

-5Ｈ

0Ｈ

0Ｈ

+5Ｈ

+10Ｈ

+5Ｈ

+10Ｈ

-10Ｈ

-10Ｈ

12,500

18,750

37,500

43,750

25,000

25,000

18,750

12,500

18,750

12,500

37,500

37,500

+12 ,50

+7,500

-12,500

-7,500

±0

±0

+7,500

+12,500

+7,500

+12,500

-12,500

-12,500

240Ｈ 240Ｈ300,000 300,000 0Ｈ

導
入
に
対
す
る
誤
解
を
解
消

実
際
の
残
業
時
間
と
の
差
は
？

超
過
分
の
支
払
い
は
必
要
？

明
記
し
て
認
め
ら
れ
る


